
  

 

 
 

 令和６年４月１日から医師に対する時間外労働の罰則付き

上限規制が適用されます。 
 

 年間の時間外・休日労働時間数が960 時間を超える医師（＝Ａ水準超の時間外・休日労働を

行う医師）が勤務する医療機関は、令和５年度末までの「医師労働時間短縮計画」の作成が努

力義務となりました。また、連携Ｂ・Ｂ・Ｃ水準の指定を受けることを予定している医療機関

は、指定申請に当たり、令和６年度以降の計画案の作成が必要となります。 

 とちぎ医療勤務環境改善支援センターのアドバイザーが、計画作成をお手伝いします。 

 お気軽にご相談ください。 

 

※医師の働き方改革に関する制度等の詳細については、厚生労働省ホームページで「医師の働き方改革の推進

に関する検討会」（ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html ）の資料等をご覧ください。 

 

 上記以外でも、医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント）、医療労務管理アドバイザ

ー（社会保険労務士）、取組支援アドバイザー（勤務環境改善に取り組んだ経験のある医療従事

者）が専門的な相談・支援を無料で行っておりますので、是非ご利用ください。 

 

（2021.10） 

とちぎ医療勤務環境改善支援センター    

 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 とちぎ健康の森４階（栃木県医師会内） 

  ＴＥＬ  ０２８－６２２－２６５５ 

  ＦＡＸ  ０２８－６２４－５９８８ 

 E-mail：iryokinmu@tochigi-med.or.jp 

 ＵＲＬ：http://www.tochigi-med.or.jp/medical/working-environment/ 

 開設時間：平日9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く） 

 

相談無料 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html
mailto:iryokinmu@tochigi-med.or.jp
http://www.tochigi-med.or.jp/medical/working-environment/


 

医業経営・労務管理相談申込書 
申込み日 令和   年   月   日 

医療機関名  

住   所 〒 

担 当 者 

所属部署名  職   名  

氏   名  

電 話 番 号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

職 員 数 

 医   師 看 護 師 医療技術職 事 務 職 

常 勤     

非常勤     

相 談 内 容 

＊該当する番号に○を付してください。（複数可） 

 １ 医業経営（医療制度・医事法制面、組織マネジメント・経営管理等） 

 ２ 労務管理（就業規則、労働時間管理、労働安全衛生等） 

 ３ そ の 他（勤務環境改善取組に関すること等） 

＊相談内容を具体的に記載してください。 

 

＊アドバイザー（ご希望がございましたら、○を付してください。複数可。） 

 １ 医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント） 

 ２ 医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士） 

 ３ 取組支援アドバイザー（勤務環境改善に取り組んだ経験のある医療従事者） 

相談方法 

＊該当する番号に○を付してください。 

 １ 電話による相談・支援       ２ メールによる相談・支援 

 ３ 訪問による相談・支援       ４ センターへの来所による相談・支援 

 ５ ＷＥＢ（Ｚｏｏｍ）による相談・支援 

＊その他、ご要望等がございましたら、ご記入ください。 

 

相談日時 

第１希望   月   日（   ）午前・午後   時   分 

第２希望   月   日（   ）午前・午後   時   分 

 ※アドバイザーと日程調整のうえ、連絡いたします。 

 

 

 

※センター記入欄 

 受 付 日：令和  年  月  日（  ）   受付№： 

 対応日時：令和  年  月  日（  ） 

 対 応 者： 

 備  考： 

 

とちぎ医療勤務環境改善支援センター（栃木県医師会地域医療第一課）  行 

ＦＡＸ：０２８－６２４－５９８８  E-mail：iryokinmu@tochigi-med.or.jp 

mailto:iryokinmu@tochigi-med.or.jp

